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(１)習志野市PTA連絡協議会（市P）
　・協議会 4/28、9/26
　・総会 5/12
　・会長会 4/23、7/4

(２)市Pバレーボール委員会
　・委員会 9/3、9/22、10/31
　・大会会場設営 9/9、9/17、10/3、11/14
　・PTAバレー監査 3/24

(３)その他委員会、研修会等
　・二中学区小中学校保健委員会 12/16

(４)青少年健全育成連絡協議会（青連協）
　・ニ中学区青連協総会 4/30
　・青連協役員会 7/11、12/12
　・市内一斉パトロール 7/11、12/12、3/６
　・八幡神社祭礼パトロール 9/14

(５)選考委員会
　・事務局役員選出のためのくじ引き 12/20
　・令和8年度事務局役員、補導委員内定のお知らせ

(６)学校運営協議会 4/28、7/3、９/19、10/17、2/12

(７)役員会開催 7/8、10/17、2/12

(８)企画委員会 7/8、10/17、2/12

(９)PTAだより 7/16、11/8、2/28

(10)委員会関係
　・R7年度新１年生役員・委員決め 4/9
　・R6→R7への引継ぎ・顔合わせ 4/16
　・R8年度新３年委員決め 3/17
　・委員会会計監査 2/12

(11)会計
　・PTA会費振込開始・確認 6/17
　・各委員会・予算・活動費支払い 7/8
　・PAT障害団体保険加入 6/11
　・PTA会費ご入金返金・経費精算対応 8/27、9/12、1/19
　・バザー委員会監査 9/19
　・中間監査 11/7
　・生徒活動費会計見直し・経費精算 11月～1月
　・会計次年度役員決め 12/20
　・会計監査 4/1

(12)有価物回収
　・ミツワ堂回収 5/15、9/19

(13)ベルマーク・トナーカートリッジ回収
　・ベルマーク・トナーカートリッジの回収活動 5/15、9/19、10/17、10/31

(14)学校行事の協力
　・入学式（来賓受付等） 4/9
　・体育祭（来賓受付） 5/17
　・卒業式（来賓受付等） 3/12

１.　事務局

         令和7年度　活動報告
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　・引継ぎ、委員会顔合わせ 4/16
　・体育祭撮影 5/17
　・PTA活動報告データ作成 5月、6月、9月、10月、1月
　・会計監査 2/12
　・R8年度委員長選出・引継ぎ 4/23

３.　校外生徒指導委員会
　・引継ぎ、委員会顔合わせ、ﾊﾟﾄﾛｰﾙ活動日程調整 4/16
　・ニ中学区青連協総会 4/30
　・市内一斉パトロール 7/11、1２/12、3/6
　・八幡神社祭礼パトロール 9/14

　・会計監査 2/12
　・R8年度委員長選出・引継ぎ 4/23

　・引継ぎ、委員会顔合わせ、ﾘｻｲｸﾙ品整理 4/16
　・３役、事務局打ち合わせ 6/16、6/24、7/15、9/8、4/13
　・バザー事前準備 9/11
　・バザー開催 9/19
　・リサイクル品の回収 7/9～7/31
　・リサイクル品の回収、仕分け 8/8
　・年度末リサイクル品の回収 3月中旬～4月中旬
　・R8年度委員長選出・引継ぎ 4/23

　・委員会顔合わせ 4/16
　・打ち合わせ、検品作業 9/12、10/8、1/8、2/12
　・記念品等注文 10月下旬～12月中旬
　・記念品等納品 2/10
　・卒業式前日準備 3/11
　・卒業式当日　花束納品、準備 3/12

６.　家庭教育委員会
　・委員会顔合わせ、３役決め 4/16
　・家庭教育学級解説説明会 5/8
　・合同講演会出席 6/10
　・開催準備、お手紙作成、配布 9/25、10/1、14、17、11/19
　・二中給食試食会開催 12/3
　・PTA家庭教育学級反省会 2/12
　・会計監査 2/12
　・R8年度委員長選出・引継ぎ 4/23

7.　（習志野市）補導委員
　・街頭補導、広域パトロール 4/17、5/14、29、6/24、7/3、9/11

10/1、21、11/18、12/10、1/7、28、2/4
　・センター連絡会、理事会、学区会 4/18、5/16、6/1２、7/11、9/1７

10/17、11/14、12/12、2/13、3/16
　・学区一斉補導 7/31、10/30、12/23
　・補連協総会・県補連総会・初任者研修 5/27、6/20
　・青連協、補連協合同研修会 12/15
　・市民まつり 10/12
　・少年の日ポスター展会場設営 11/30、12/6
　・講演会、キャンペーン運動、他研修会 7/11、1/27
　・二十歳の門出式手伝い 1/12

４.　バザー委員会

２.　広報委員会

5.　卒業委員会
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≪会則≫

第４章
第８条 ＰＴＡ会費は一会員月額２００円とし、年１回で納入する。

第６章
第１７条 1. 卒業委員会は２年任期で卒業生のお祝いに関する活動。

≪細則≫

第１条 ※ 卒業委員　　　　　　２年・３年　各学級１名（２年からの２年任期）

第３条
（２） 会員教職員転退出の場合は在職年数にかかわらず同一金額の記念品と花を贈る。

第４条 ＰＴＡバレーボール
ＰＴＡバレーボール活動はＰＴＡ会費で運営されているため会員以外の参加は
認めない。

≪部活支援費・学校支援費 運用規程≫

第２条 「部活動応援費月額200円」「学校支援費月額100円」とする

第３条 部活動応援費･学校支援費の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第４条 部活動応援費・学校支援費はＰＴＡ役員が集金、運用に当たる。

第５条 部活動応援費・学校支援費はＰＴＡ総会において会計報告をする。

第６条 ＰＴＡ会計監査は部活動応援費・学校支援費の会計監査を行いＰＴＡ定期総会
において会計監査報告をする。

第７条 この規程の改正はＰＴＡ総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければ
ならない。

≪会則≫
第４章
第８条 ＰＴＡ会費は一会員年額１,３００円とし、年１回で納入する。

第６章
第１７条 1. 卒業委員会は２年任期で卒業生のお祝いに関する活動。

※R7アンケート実施によりR8年度卒までの活動とし、その後廃止

≪細則≫

第１条 2．卒業委員は、２年生及び３年生の各学級より１名を選出し、任期は２年とする。
3．卒業委員会は、令和７年度のアンケート結果に基づき、令和8年度卒業生までの

習志野市立第二中学校ＰＴＡ会則・生徒活動援助費運用規定　改正(案)

習志野市立第二中学校ＰＴＡ会則・生徒活動援助費運用規定　改正(案)

【現行】

【改正案】
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　 活動とし、その後は廃止する。
第３条

（２） ①会員教職員　５,０００円相当の記念品と花

第４条 （会員限定活動）
1．ＰＴＡ会費により運営される活動については、会員以外の参加を認めない
　もとのする。
2．前項の対象となる活動には、次のものを含む。
（1）PTAバレーボール活動
（2）バザー
（3）給食試食会

≪部活支援費・学校支援費 運用規程≫

第２条 （収入）
　1.本規程に基づく支援費の年額は、次のとおりとする。　　
　　(1) 部活動支援費　3,200円
　　(2) 学校支援費　1,500円 
　　2．前項の費用は、PTA加入・非加入にかかわらず、保護者の同意を得たうえで、
　　　　 年1回納入するものとする。

第３条 （支出項目）
  部活動支援費及び学校支援費の支出項目は、次のとおりとする。
   (1) 学校行事援助費
   (2) 環境整備費
   (3) 大会参加費
   (4) 部活動支援費
   (5) 部活動大会援助費

第４条 （支出額の決定）
　前条に定める各支出項目の金額については、学校と協議の上、決定するものと
　する。

第５条 （部活動大会援助費）
1.部活動大会援助費の対象となる大会は、総合体育大会及び新人戦とする。 
2.吹奏楽部については、ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ及び吹奏楽ｺﾝｸｰﾙを対象とする。 
3.支給額は、次のとおりとする。
　(1) 県大会　個人5,000円　団体10,000円
　(2) 関東大会　個人10,000円　団体50,000円
　(3) 全国大会　個人30,000円　団体100,000円

第６条 （会計年度）
　本支援費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第７条 （管理運用）
　本支援費の集金及び運用は、PTA役員がこれに当たる。

第８条 （会計報告）
　本支援費の収支については、PTA総会において報告を行うものとする。

第９条 （監査）
　PTA会計監査は、本支援費の会計監査を行い、PTA定期総会において監査報告を
　行うものとする。

第１０条 （改正）
　本規程の改正は、PTA総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって行う。
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◎ＰＴＡ活動の柱
１． 生徒の健全育成
２． 会員の研修強化
３． 教育環境の改善促進

  前記のために次の活動を行う
○ 総会（書面審議）
○ 役員会
○ 企画委員会
○ 専門委員会(各学級の活動は各学級専門委員の協力の基に行う）

(1) 広報委員会
＊ 学校HP　PTAページにて広報活動

(２) 校外生活指導委員会
＊ 地域における生徒の健全育成
＊ 休業中の街頭補導
＊ 交通安全対策

(３) バザー委員会
＊ バザー等の実施

（４） 家庭教育委員会
＊講演会・試食会などの開催

＊ＰＴＡ行事・学校行事などの協力
○ ＰＴＡバレーサークル活動
○ 学校行事や生徒活動への協力
○ 習志野市立第二中学校の施設・設備・環境改善のための協力
○ 有価物回収
○ ベルマーク、トナーカートリッジの収集
○ 習志野市立第二中学校後援会への協力
○ 習志野市ＰＴＡ連絡協議会に参加
○ 習志野市二中学区青少年健全育成連絡協議会に参加
○ 習志野市補導委員会への協力
○ その他地域行事への協力
○ 習志野市立第二中学校　学校運営協議会への参加
○ マメールの運営

令和8年度活動計画（案）
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5,468,456

304,200

3,848,678 ※２

546,000

0

10,167,334

45,000

140,000  インク、紙、コピー代

185,000

50,000

200,000

200,000

74,000

524,000

5,000

5,000

12,000

10,000

60,000

50,000

100,000

80,000

322,000

3,848,678 ※２

546,000

4,741,656

10,167,334

5,772,656

令和8年度

ＰＴＡ会計予算（案）

１．収入の部  

単位：円

項　　　目 予　　　算 摘　　　　　　要

前 年 度 繰 越 金

運 営 費  1,300円×234世帯   ※１

生 徒 活 動 援 助 費

卒 業 費  3,000円×182名

利 息

合　　　計

※１　世帯数は前年度の運営費支払い数の割合から今年度生徒数より算出

２．支出の部  

単位：円

項　　　目 予　　　算 摘　　　　　　要

事
務
費

事 務 費

消 耗 品 費

小　　　計

運
営
費

渉 外 費

慶 弔 費  会則、慶弔費による

各 種 負 担 金  市Ｐ連会費、ＰＴＡ保険

交 通 通 信 費  切手、電車賃、マメール使用料

小　　　計

活
　
動
　
費

広 報 委 員 会

校 外 委 員 会  パトロール他

バ ザ ー 委 員 会

家 庭 教 育 委 員 会

行 事 費  総会、体育祭他

研 修 費  PTAバレーサークル他

文 化 祭 予 備 費

防 災 備 蓄 品 費  非常用飲料水他

小　　　計

生 徒 活 動 援 助 費

卒 対 費

予 備 費

合　　　計

※2　詳細は別途、生徒活動援助費予算を作成
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1,414,078

621,000

1,324,800

3,359,878

             20,000 

             90,000 

             50,000 

             70,000 

             20,000 

250,000

200,000

300,000

712,400

200,000

1,697,478

3,359,878

624,000

38,400

50,000

712,400

令和８年度

生徒活動援助費予算（案）

1．収入の部

単位：円

項　　　　目 予　　　算 摘　　　　　　要

前 年 度 繰 越 金

学 校 支 援 費  1,500円×414人　　*1

部 活 動 応 援 費  3,200円×414人　　*1

合　　　　計

　　　＊1　生徒数は前年度の支払い数の割合から今年度生徒数より算出

2．支出の部

項　　　　目 予　　　算 摘　　　　　　要

学
校
行
事
援
助
費

入 学 式

体 育 祭

文 化 祭

予 餞 会

卒 業 式

小　　　　　計

環 境 費  ペンキ代、花代、補導連協他

大 会 参 加 費 総体、新人戦の県大会以上参加費

部 活 動 応 援 費 別途資料添付

部 活 動 大 会 援 助 費 ＊2

予 備 費

合　　　　計

　＊2　総体及び新人戦で県大会、関東大会、全国大会に出場した場合、会則に基づき支払う

3.　部活動応援費内訳

48,000円×13
野球部・陸上部・バレー部(男女)・バスケット
ボール部(男女)・ソフトボール部・剣道部・卓
球部・テニス部(男女)・吹奏楽部

4,800円×8
合唱部・将棋部・家庭科部・美術部・茶華道
部・パソコン部・英語部・園芸部

部 活 動 積 立 金 PTA会計が管理保管とする

合　　　　計

積立金額は年度ごとに見直しを行う

また、高額備品や楽器購入後の積立の継続及び金額は、ＰＴＡが学校と協議の上決定するものとする
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令和７年度ＰＴＡ役員

会　　　長 河島　健

副　会　長

牧　未紀 伊妻　陽子

田崎　奈穂子

（バレー委） 長村　麻衣子 （教頭） 伊藤　将啓

書　　　記
河又　礼子 笹渕　佳世子

（青連協） 蒲澤　真由美 （青連協） 加藤　和美

会　　　計
大庭　喜美子 白鳥　直美

田久保　由佳 伊藤　弘子

会 計 監 査 佐藤　明子 櫻井　美和子

補導委員

古田　亜衣

狭場　梨絵

森本　茉侑子

新井　麗子

バレー競技委員会 隈本　順子

会　　　長 河島　健

副　会　長

牧　未紀 酒井　陽子

（バレー委）今井　研吾 （教頭） 鈴木　健史

書　　　記
今井　未貴

（青連協） 木暮　誌乃 （青連協） 伊藤　めぐみ

会　　　計
木地　香織 吉野　亜美

石山　範子

会 計 監 査 田久保　由佳 白鳥　直美

補導委員

森本　茉侑子

新井　麗子

吉村　真理

大塚　詩織

バレー競技委員 新　麻里子

（市P　学校）

令和8年度ＰＴＡ役員（案）

※1学年は6月以降決まり次第、正式にご報告します。
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